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令和２年度(2020)

(第8次)/予定

令和元年度(2019)

(第7次)
平成30年度(2018)

(第6次)

平成29年度(2017)

(第5次)

平成28年度(2016)

(第4次)

平成27年度(2015)

(第3次)

平成26年度(2014)

(第2次)

平成25年度(2013)

(第1次) 昭和49年度(1974)

昭和51年度(1976)
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二之丸庭園の発掘調査について 

 

    

 

トレンチ

番号
設定目的 面積(幅・長さ)

① 20㎡(2ｍ×10ｍ)

② 16㎡(4ｍ×4ｍ)

③ 10㎡(2ｍ×5ｍ)

④ 10㎡(1ｍ×10ｍ)

⑤ 12㎡(2ｍ×6ｍ)

⑥ 10㎡(1ｍ×10ｍ)

⑦ 8㎡(2ｍ×4ｍ)

⑧ 4㎡(1ｍ×4ｍ)

⑨ 5㎡(1ｍ×5ｍ)

⑩ 20㎡(2ｍ×10ｍ)

⑪ 10㎡(1ｍ×10ｍ)

⑫ 二之丸庭園の西境界端の確認 16㎡(4ｍ×4ｍ)

⑬ 東庭園の地下遺構の確認 20㎡(4ｍ×5ｍ)

上記の合計面積 161㎡

面積は上限を示し、掘削形状は現地状況に応じて微修正する場合がある。

二之丸庭園の南境界の確認

二之丸庭園の東境界の確認

二之丸庭園の北境界(北東部)の確認

令和2年度第8次発掘調査調査区一覧表

現状変更の範囲内を作業スペースとする。

資料2-3
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名称 数量 単位 備考

石段Ａ修理 1 式

石段Ｂ修理 1 式

石段Ｃ修理 1 式

石段Ｄ修理 1 式

景石Ｂ修理 1 式

飛石修理 1 式

記号

【凡例】

石段Ａ修理 石段Ｃ修理

石段Ｄ修理

石段Ｂ修理

景石Ｂ修理

飛石修理

名勝区域
施工区域

資料2-4
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【凡例】

記号 名称 形状・寸法 数量 単位 備考

× 高木除伐 Ｃ＜30 1 本

× 高木除伐 30≦Ｃ＜60 1 本

× 高木除伐 60≦Ｃ＜90 4 本

× 高木除伐 90≦Ｃ＜120 2 本

× 高木除伐 150≦Ｃ＜200 2 本

× 高木除伐 200≦Ｃ＜250 1 本

樹木名

樹木名

樹木名

樹木名

樹木名

樹木名

資料２
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資料２
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景石Ｂ修理

■修理手順
・景石の位置を記録し、景石を取り外し、傾倒の支障と
　なっている樹木根を全て取り除く。
・地盤を整正して景石を据えなおす。
　据え直しの際、周辺の地盤を十分に締固める。



想定車両通行ルート

（参考）
　余芳移築再建工事
　R4～R5年度（予定）

（主な作業車両）
　作業小屋の設置
　　・運搬車両10t
　　・高所作業車　等
　部材の運搬等
　　・運搬車両4t

仮設作業小屋候補箇所
内部空間 10m×13m×H6m程度
設置期間 R2～R4年度（想定）

 　　　想定車両通行ルート
    　 設置作業中の仮囲い

名勝区域

余芳

仮囲い 仮囲い

仮囲い

現況写真①
仮設作業小屋候補箇所（北から）

現況写真②
仮設作業小屋候補箇所（東から）

←　現況写真②

↓現況写真①

資料３議事（２）余芳の仮設作業小屋と今後の進め方について

資料3-1

R2 R3 R4 R5

部材調査 部材修復・実施設計

　スケジュール（案）

余 芳

仮設作業小屋

移築再建工事

余芳の今後の進め方については、庭園部会及び建造物部会に関連する事項であるため、
調整会議を設置してご意見をいただくことを想定しています。

仮設作業小屋位置図（案）

令和2年度(2020) 令和3年度(2021) 令和4年度(2022) 令和5年度(2023)



 

二之丸地区の発掘調査について 

 

１ 発掘調査の目的について 

当該地区においては、特別史跡名古屋城跡の二之丸南部の保存活用を目的と

し、地下遺構の残存状況を把握するための試掘調査を平成 30 年度より行ってい

ます。 

また、『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』（平成 30 年）では、二之丸の整備

の考え方を、「愛知県体育館の特別史跡指定地外への移転を見据え、名勝及び特

別史跡にふさわしい整備を行うもの」としており、今後はこれに基づき、遺構の

保護の観点から特別史跡の告示を目指していくとともに、保存活用に関する基

本構想を策定する方針であることから、それらに対して、今回の調査成果を基礎

的な資料とするという側面もあります。このような中、令和元年 6 月に愛知県

新体育館基本計画が公表されたことから、当該地区への関心が従前に比べ高ま

っている状況です。 

 

２ 調査に当たっての手続きについて 

周知の埋蔵文化財包蔵地であるため、文化財保護法第 99 条第 1項の規定によ

る地方公共団体の発掘調査として実施し、その調査内容を愛知県教育委員会（現

在は愛知県県民文化局）に報告しています。また、特別史跡の未告示地区である

ため、以前に行った文化庁との協議を踏まえ、特別史跡における現状変更許可申

請に準じた取り扱いを行うこととし、市文化財保護室で協議書を受け、それに回

答する形をとっています。 

 

３ 補助事業について 

二之丸地区の発掘調査は、今後の保存活用を目的とした内容把握のための試

掘調査と位置づけ、国補助事業「市内遺跡発掘調査」で採択されています。 

 

４ スケジュール（経緯及び予定） 

年度 県体育館の動き 名古屋市の動き 発掘調査 

平成 30年度 

(2018) 

 「特別史跡名古屋城跡保

存活用計画」の策定 

 

令和元年度 

(2019) 

新体育館基本計画の公表   

令和 2年度 

(2020) 

   

令和 3～6年度 

(2021～2024) 

 

新体育館の建設（予定） 

 

  

令和 7年度 

(2025) 

新体育館の供用開始（予定）   

令和 8年度以降 

(2026～) 
現体育館の取り壊し（想定） 

  

試掘調査 

方向性の検討、課題の

整理等 

二之丸地区基本構想

の策定等 

基本構想等に基づく

発掘調査 ※現体育

館周辺は取り壊し状

況に応じて実施 

試掘結果の検証及び
必要に応じた第二次
試掘調査 
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二之丸地区について 

 

「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」（平成 30 年）より抜粋 

 

（１）特別史跡指定地の範囲 

特別史跡名古屋城跡の指定範囲は、昭和 7 年（1932）に史跡指定された部分と、昭和 10 

年（1935）に追加指定された部分で構成されている。 

また、未指定となっていた三之丸北東の土塁と、二之丸内（いずれも財務省所管用地）に

ついては、昭和 52 年（1977）に文化財保護審議会から特別史跡に追加指定すべき箇所とし

て答申されたが、特別史跡の保存・活用とは直接関係のない施設である愛知県体育館がある

ことから、告示されずに現在に至っている。 

 

図１「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」特別史跡指定範囲に加筆 

 

  

二之丸地区 
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（２）文化財保護審議会からの答申 

昭和 52 年 6 月 27 日 

説明 昭和 7 年 12 月 12 日史跡指定され、昭和 10 年 5 月 15 日一部追加指定され、

昭和 27 年 3 月 29 日には特別史跡として指定された名古屋城は、江戸時代、尾張

徳川家の居城であった。 

現在の指定地は本丸とその周囲の堀、二の丸周囲の堀、及び三の丸の土塁・空堀で

あるが、今回これに名勝名古屋城二之丸庭園を含む二の丸内部と三の丸土塁のう

ち東北の未指定部分を追加して指定し、枢要部の保存に万全を期するものである。 

引用：文化庁、『国指定文化財等データベース』 
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（３）管理区分 

 管理区分については、所有者である国からの無償貸付を含め大部分が名古屋市となって

いる。市の管理区域については、名古屋城総合事務所が管理する部分と緑政土木局が管理す

る部分に分かれている。 

 なお、二之丸の南部の大部分については、愛知県が名古屋市から愛知県体育館の設置許可

を受けて管理している。 

 

図 2 「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」特別史跡指定地の管理区分 
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（４）発掘調査の履歴 

 

図４ 「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」発掘調査位置図に加筆 

 

  

二之丸地区 
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（５）名古屋城全体図 

 

図３ 「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」名古屋城全体図 に加筆 

 

 

図４ 名古屋城全体図（二之丸） に加筆 

二之丸地区 名勝区域 
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名古屋城二之丸地区第 1次・第 2次試掘調査 

 

調査期間 平成 31 年 1月 28 日～2月 28 日（第 1次）、令和元年 9月 6日～9月 20 日（第 2次） 

調査地区 二の丸広場、愛知県体育館周辺 

調査面積 各年度とも 40㎡（各年度 2×4m のトレンチを 5地点に設置） 

調査目的 

名古屋城二之丸南部の保存活用のため、地下遺構の残存状況を把握し、本格的な調査に向け

た基礎的資料を得るため。 

調査区設定 

まずは二之丸の地下遺構の状況を全体的に把握するため、二の丸広場と愛知県体育館周辺等

に調査区を設定している。現在利活用されている場所であり、広い調査区で長期間の調査はで

きないため、小規模なトレンチを設定した。 

調査概要  

第 1 次調査(平成 30 年度実施)では、二の丸広場東と愛知県体育館東側等を中心に T-1～T-5

まで 5つのトレンチを設定した。結果は表 1に整理した。 

第 2 次調査(令和元年度実施)では、二の丸広場西と有料区域南端の梅林、愛知県体育館北西

隅、二之丸西の枡形付近、南西隅に T-6～T-10 まで 5 つのトレンチを設定した。結果は表 2 に

整理した。   

   

(写真 1)T-3 北から            (写真 2)T-4 西から 

 

    

(写真 3)T-7 西から            (写真 4)T-10 北から 
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トレンチ

番号
設定目的 調査結果

トレンチ

番号
設定目的 調査結果

1 二之丸御殿関連遺構の確認
地表下1.5mまで掘削した。トレンチ内全体が太平洋戦争後に破棄された兵舎の廃材

のコンクリート塊で占められ、近世遺構面は確認できなかった。
6 二之丸御殿関連遺構の確認

上面は瓦やレンガなどの近代遺物を含む整地層がみられた。トレンチ南東隅壁で整

地層下の地表下約1mで上面が平らな0.5mほどの石が確認されている。層位から近

世建物の根固めである可能性が高い。これ以外に近世の遺構と思われるものは確認

できず、近世遺構面も確認できなかった。

2 二之丸東御門の番屋関連遺構の確認
 之丸東 に接続する 垣の 側に設定したが、近代と近世の遺構 を確認するに

とどまった。
7 二之丸御殿関連遺構の確認

地表下約1.8mまで瓦、レンガ、タイルなど近代以降の遺物が出土する何層かの整地

層で占められた。地表下0.7mで硬化面を形成しており、南北に延びる常滑焼の半径

管(0.9m×0.33m厚さ0.15m)6本が検出されてた。半径管には鉄平石製の蓋(9.9m×

0.33m厚さ0.5m)がされていた。さらに地表下約1.2mで東 方向に水道管と思われ

る鋳鉄管(径0.15m)と上に延びる引き込み管(径0.05m)の一部を検出した。層位から

陸軍に関わるものと思われる。近世の遺構面は確認できず、近代の整地層の下の層

からは中世遺物（山茶碗）を包含する層を確認した(写真3)。

3 二之丸御殿関連遺構の確認

地表下0.3mで近世の遺構面を確認した。トレンチの北側で上面が平坦な0.3m×

0.3mで厚さ0.1mほどの礎石と思われる石を検出した(写真1)。1個体のみの検出で

あるため御殿のどの箇所にあたるかは不明である。

8 二之丸御殿関連遺構の確認

トレンチ中央で南北に走る近代の溝を検出した。溝は幅0.4m、深さ0.15mで東側は

花崗岩切り 、 側と溝底は三和 からなる。 側はそのまま垂直に ち上がり建

物の壁になるものと思われる。この溝の 側 帯はレンガ、漆喰ブロックなどから

建物を解体した際の廃棄土坑と思われる。東側は近代の遺構面の下の地表下0.4m以

下は  粘 ブロックが多量に混 する整地層で遺物はほとんどみられないが、わ

ずかに築城期もしくは中世と考えられる碗ないし皿の小片を確認した。この層は地

表下1.4mまで確認した。

4 二之丸御殿関連遺構の確認

地表下0.3mで近世の生活面を検出した。またその上面で近代の陸軍の兵舎に伴う遺

構と考えられる0.15m×0.15mで さ0.6mの花崗岩製の 柱4個体がトレンチ北側

で東 に並んでいる状態で検出された(写真2)。

9 番屋関連遺構の確認

地表下約1mまではレンガ、タイル等を含む近代以降の整地層で占められた。地表

下1.1mで近世と思われる遺構面を検出した。この遺構面を切るように土坑状の落ち

込みを検出した。土坑は上面が平らな約0.3mの石を有する。遺構の時期や性格は不

明である。

5 馬場関連遺構の確認

トレンチの大部分は確認しただけでも地表下1.8mまで現代の廃棄土坑で占められる

が、わずかに近世、近代の遺構を確認した。トレンチの東隅では、兵舎基礎と思わ

れる厚さ0.6mにおよぶコンクリート塊を確認している。またこのコンクリート塊の

下面、地表下1.8mで土坑を検出しているが、その時期は不詳である。

10  之丸南 隅の遺構の確認

東 に延びる溝が検出された。溝は加工された花崗岩製蓋を持ち、壁面は2段 3段

の花崗岩製切り石、底部は瓦敷きである。蓋石は大半が割れていた。溝内は深さ

0.8mほどの堆積土がみられる。上層に現代遺物を含むが、底部では現代遺物はみら

れないため、近代以降のものと考えられる。この溝に切られる状態で南北に延びる

暗渠を検出した。暗渠は壁面が砂岩質の自然礫と切り石で底部は素掘りである。幅

約0.4m、深さ約0.4m、両壁の石は内側に平面を向けている。蓋は人頭大の自然石

または切り石(0.5×0.5m、厚さ0.1m)からなる。桟瓦等を包含した廃棄土坑を切っ

ており近世以降と考えられる。(写真4)

表1 名古屋城二之丸第1次試掘調査 表2 名古屋城二之丸第2次試掘調査
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令和2年度（2020）トレンチ予定位置

平成30年度～令和元年度（2018～2019）

トレンチ位置
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平成30年度～令和元年度（2018～2019）

トレンチ位置

令和2年度（2020）トレンチ予定位置

近代建物想定位置



◎ 二之丸地区トレンチ設定理由

設定理由 現位置 近世※『御城二之丸図』を参考 近代※『歩兵第六聯隊歴史』を参考

T １

二之丸御殿関連遺構の確認 二の丸広場の北東  之丸御殿の北 

奥向きの部屋関連の建物

の確認

近代遺構面の確認

(医務室)

T ２
番所関連遺構の確認 体育館の北東 二之丸東一之門の北にあ

る番所辺り

近代遺構面の確認

(空閑地)

T ３

二之丸御殿関連遺構の確認 体育館の北 二之丸御殿の南

奥向きの部屋関連の建物

の確認

近代遺構面の確認

(空閑地)

T ４
二之丸御殿関連遺構の確認 体育館の北 二之丸御殿の南

表向きの南東端

近代遺構面の確認

(空閑地、兵舎の前)

T ５
馬場関連遺構の確認 体育館の南東 馬場の南東 近代遺構面の確認

(兵舎)

T ６
二之丸御殿関連遺構の確認  の丸広場の北  之丸御殿の北 

土蔵

近代遺構面の確認

(医務室)

T ７

二之丸御殿関連遺構の確認 体育館の北  之丸御殿の の境の塀 近代遺構面の確認

(歩兵舎本部または面会

所)

T ８

二之丸御殿関連遺構の確認 有料地区の南 の梅

林

 之丸御殿の南 

表向きの部屋関連の建物

の確認

近代遺構面の確認

(炊事場、浴場辺り)

T ９
番所関連遺構の確認 体育館の 二之丸大手一之門の北に

ある番所辺り

近代遺構面の確認

(馬繋所)

T 10
馬場関連遺構の確認 体育館の南  場の南 近代遺構面の確認

(空閑地)

T 11

二之丸御殿関連遺構の確認 二の丸広場南東  之丸御殿の 側

表向きの部屋関連の建物

の確認

近代遺構面の確認

(兵舎)

T 12

二之丸御殿関連遺構の確認  の丸広場の南  之丸御殿の 境の確認 近代遺構面の確認

(兵舎)

T 13
向屋敷の境界の確認 体育館の東 向屋敷の境界の確認 近代遺構面の確認

(空閑地)

T 14
馬場関連遺構の確認 体育館の南東 馬場の北東隅の確認 近代遺構面の確認

(空閑地)

T 15
馬場関連遺構の確認 体育館の南  場の南 隅の確認 近代遺構面の確認

(空閑地)
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 平

 成

 30

 年

 度

(2018)

 令

 和

 元

 年

 度

(2019)

 令

 和

 ２

 年

 度

(2020)



令
和

２
年

度
二

之
丸

地
区

試
掘

調
査

試
掘

調
査

内
容

一
覧

幅
(m

)
 

さ
(m

)
面

積
(㎡

)

T
 

1
1

2
4

8
東

 
二

之
丸

広
場

南
東

隅

 
之

丸
御

殿
の

 
側

表
向

き
の

部
屋

の
建

物
跡

の

確
認

二
之

丸
広

場
の

従
前

の
調

査

を
み

る
と

戦
後

以
降

の
整

地

を
大

き
く

受
け

て
い

る
可

能

性
が

高
い

が
、

近
世

の
遺

構

面
、

特
に

建
物

の
基

礎
の

検

出
に

努
め

る
。

T
 

1
2

2
4

8
東

 
 

之
丸

広
場

南
 

隅

 
之

丸
御

殿
の

 
境

南
北

方
向

の
築

地
塀

の

確
認

T
-1

1
同

様
、

戦
後

以
降

の
整

地
を

受
け

て
い

る
可

能
性

が

高
い

が
、

古
写

真
に

み
ら

れ

る
築

地
塀

の
基

礎
お

よ
び

そ

れ
に

伴
う

側
溝

の
確

認
に

努

め
る

。

T
 

1
3

2
4

8
南

北
愛

知
県

体
育

館
の

東
向

屋
敷

の
北

境
の

確
認

古
写

真
に

は
向

屋
敷

の
境

に

築
地

塀
が

み
ら

れ
、

塀
の

基

礎
お

よ
び

そ
れ

に
伴

う
側

溝

の
確

認
に

努
め

る
。

T
 

1
4

2
4

8
南

北
愛

知
県

体
育

館
の

南
東

馬
場

関
連

遺
構

の
確

認

『
御

城
二

之
丸

図
』

に
あ

る

馬
場

の
北

東
隅

を
確

認
。

『
金

城
温

古
録

』
で

は
馬

場

内
は

蒔
砂

で
、

高
さ

三
尺

、

幅
９

尺
か

ら
な

る
土

居
で

囲

ま
れ

て
い

る
と

の
記

録
が

あ

り
、

そ
の

土
居

の
基

部
や

側

溝
の

確
認

を
試

み
、

馬
場

の

北
東

隅
を

確
認

す
る

。

T
 

1
5

2
4

8
南

北
愛

知
県

体
育

館
の

南
 

馬
場

関
連

遺
構

の
確

認

『
御

城
二

之
丸

図
』

に
あ

る

 
場

の
南

 
隅

を
確

認
。

『
金

城
温

古
録

』
で

は
馬

場

内
は

蒔
砂

で
、

高
さ

三
尺

、

幅
９

尺
か

ら
な

る
土

居
で

囲

ま
れ

て
い

る
と

の
記

録
が

あ

り
、

そ
の

土
居

の
基

部
や

側

溝
の

確
認

を
試

み
、

馬
場

の

南
 

隅
を

確
認

す
る

。

※
注

意

以
下

の
調

査
地

点
に

つ
い

て
は

、
別

表
に

示
し

た
通

り
、

『
御

城
二

之
丸

図
』

お
よ

び
『

歩
兵

第
六

聯
隊

歴
史

』
に

基
づ

き
そ

れ
を

現
行

の
地

形
図

に
照

ら
し

合
せ

、
近

世
の

遺
構

、
遺

構
面

を
確

認
す

る
こ

と
を

主
眼

に
設

定
し

て
い

る

・
掘

削
に

伴
う

発
生

土
は

調
査

区
の

脇
に

シ
ー

ト
、

ベ
ニ

ヤ
板

上
に

仮
置

き
し

て
、

シ
ー

ト
な

ど
で

養
生

を
行

う

・
調

査
終

了
後

は
遺

構
面

を
山

砂
で

保
護

し
た

後
に

埋
め

戻
す

。

・
遺

構
掘

削
に

関
し

て
は

掘
削

深
度

や
堆

積
土

、
及

び
盛

土
の

厚
み

や
締

ま
り

具
合

に
よ

っ
て

作
業

時
の

安
全

確
保

を
第

一
と

し
て

進
め

る
。

調
査

目
的

 
表

土
は

小
型

重
機

に
て

掘

削
を

行
う

。
以

下
に

つ
い

て

は
原

則
、

人
力

で
掘

削
を

進

め
、

出
土

遺
物

に
も

注
意

を

払
い

な
が

ら
掘

削
面

の
時

期

の
特

定
に

努
め

る
。

 
掘

削
時

に
硬

化
面

に
達

し

た
場

合
は

そ
の

都
度

、
検

出

面
で

精
査

を
行

う
。

硬
化

面

に
伴

う
遺

構
お

よ
び

遺
構

に

伴
う

遺
物

を
確

認
し

時
期

の

特
定

に
つ

と
め

る
。

 
近

代
の

構
造

物
を

確
認

し

た
場

合
は

平
面

図
等

の
記

録

を
取

る
。

 
掘

削
は

近
現

代
遺

構
の

断

面
等

を
参

考
に

近
世

後
半

の

遺
構

面
ま

で
に

留
め

る
。

掘

方
等

の
確

認
の

た
め

に
必

要

に
応

じ
て

幅
0
.2

m
ほ

ど
の

狭
小

な
ト

レ
ン

チ
を

設
定

す

る
。

調
査

手
順

留
意

点
ト

レ
ン

チ
名

調
査

規
模

ト
レ

ン
チ

の

 
軸

の
 

向
調

査
箇

所

表
土

は
機

械
掘

削
で

除
去

、
以

下
は

原
則

人
力

掘
削

掘
削

方
法
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                         （資料 6－1） 

名古屋城 東門のトイレの改修について 

 

 

１ 概   要     観光地のおもてなしの観点から、来場者の利便性・満足度を向

上させることを目的に、名古屋城内の東門トイレ、正門トイレ等各

トイレについて順次計画的に改修を行う予定である。今回、東門

のトイレにおいて、和式トイレの洋式化（ウォシュレット付）等設備

の機能向上と車イスに配慮した個室等レイアウト変更など改修工

事を行う。掘削についてはその大部分は既掘削範囲内であり、

新規掘削する部分は既掘削部に隣接して点在する最小限の範

囲で、合わせても 1 ㎡程度である。 

 

 

 

 

東門トイレ 



（資料６－２）


